
船舶事故等調査報告書 

平成２３年１０月２７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１１長第３７号 

事故等種類 乗揚 

発生日時 平成２３年４月１９日（火） １６時０１分ごろ 

発生場所 長崎県小値賀
お ぢ か

町納
のう

島漁港  

小値賀港黒島南防波堤灯台から真方位００５°３,８５０ｍ付近 

（概位 北緯３３°１３.０′ 東経１２９°０４.１′） 

事故等調査の経過  平成２３年５月１８日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事務

所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

旅客船 さいかい、１４トン 

 ２９３－３４４１０長崎、長崎県小値賀町 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 プロペラ、プロペラシャフト及び操舵軸に損傷 

 事故等の経過 本船は、船長ほか１人が乗り組み、旅客４人を乗せ、船首約０.５ｍ、

船尾約１.４ｍの喫水で南方に開口した納島漁港防波堤出入口の中央付近

を約７.５ノットの速力により南進中、平成２３年４月１９日１６時０１

分ごろ、プロペラと舵が海底の 転
ころび

石（自然石）に接触した。 

本船は、減速すれば航行が可能であったことから、当日の最終便まで運

航を続け、翌朝、造船所に上架して修理を行った。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北北西、風速 約３.３m/s、視界 良好 

海象：潮汐 大潮の低潮時（月齢１５.７）、潮高 約－３２㎝（最低水面

下） 

 その他の事項  船長は、安全管理規程に定められた基準経路に沿って航行していた。 

 船長は、納島漁港への入出港経験が約２８年あるが、防波堤出入口中央

付近で船底が接触したのは今回が初めてであった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

あり 

本船は、納島漁港防波堤出入口の中央付近を南

進中、大潮期の最低潮時であったことから、針路

上の海底の転石に乗り揚げたものと考えられる。 

原因 本事故は、本船が、納島漁港防波堤出入口の中央付近を南進中、大潮期

の最低潮時であったため、針路上の海底の転石に乗り揚げたことにより発

生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

・大潮期の最低潮時に航行する場合は、余裕水深の確保に努めること。 

船舶所有者は、本事故後、乗り揚げた転石を撤去した。  




